
26

国民年金からのお知らせ

保険料は２０歳から６０歳になるまでの
４０年間納めます

国民年金国民年金にに

加入する方加入する方へへ
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自営業の方

（第１号被保険者）

変更後の種別届出先こんなとき

第２号被保険者勤務先会社員になった

第３号被保険者配偶者の勤務先会社員と結婚し、扶養されるようになった虞

会社員の方

（第２号被保険者）

変更後の種別届出先こんなとき

第１号被保険者役場退職した

第２号被保険者新しい勤務先退職し、すぐに再就職した

第３号被保険者配偶者の勤務先会社員と結婚し、扶養されるようになった

虞

会社員に扶養されている方

（第３号被保険者）
変更後の種別届出先こんなとき

第１号被保険者役場年収が１３０万円以上になった

第１号被保険者役場配偶者が退職して自営業等になった

第２号被保険者勤務先会社員になった

虞

平成２５年度の国民年金保険料は　月額１５，０４０円です

納付書（現金）で納付（各種金融機関、コンビニなど）

口座振替、クレジットカード、インターネット等による電子納付（手続きが必要です。）

まとめ払いをすると、割引が適用されます
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『ねんきんネット』サービスでは、

国民年金や厚生年金などの年金加入記録が

確認できます。

　

　役場国民年金窓口でも確認できます。

問合せ

住民生活課住民サービスグループ緯影２９４０

ねんきんネット 検索


